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■
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

　
交
換
は
お
済
み
で
す
か
？

　

甲
佐
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
で
、
ま
だ
平
成
26
年
度
の
国
民

健
康
保
険

保
険
者
証
（

い

）

に
交
換
し
て
い
な
い
人
は
、

い

保

険
者
証
（

い

）
を
持
参
の
上
、

町
住
民
生
活
課
で
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

　

に
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が

数
い
る
場
合
は
、
加
入
者
全
員
の

保

険
者
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

や
む
を
得
な
い
理

で

の

理

人
に
交
換
を

す
る
場
合
は
、
委
任

状
が
必
要
で
す
。

■
就
職
な
ど
で
資
格
の
異
動
が
あ
っ

　
た
と
き
は
、
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

�

就
職
し
た
と
き
は
？

　

就
職
で
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
と
き
や
、
健
康
保
険
の

養
者
に

認
定
さ
れ
た
と
き
は
、
国
保
の
資
格

の

け
出
が
必
要
で
す
。

▼
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険

保
険
者
証

・
新
し
く
取
得
し
た
健
康
保
険

保
険

者
証

・
印
か
ん

※
資
格
喪
失
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

　

保
険
者
証
が
あ
る
た
め
、

っ
て

そ
れ
を
使
っ
て
医
療
を
受
け
た
場
合
は
、

国
保
が

担
し
た
医
療

を
後
で

し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
て
も
、
国
保
の
資
格

け
出

を
し
な
け
れ

、
国
民
健
康
保
険
税
が

課
税
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
。

�

退
職
し
た
と
き
は
？

　

職
し
て
健
康
保
険
の
資
格
を

し
た
と
き
や
、
健
康
保
険
の
任
意

続

を

し
た
と
き
、
健
康
保
険
の

養
者
か
ら
外
れ
た
と
き
は
、
国
保
の
資

格
取
得
の

け
出
が
必
要
で
す
。

▼
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
健
康
保
険
資
格

証
明
書
（
ま
た

は

日
が
確
認
で
き
る
も
の
）

・
印
か
ん

※
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

　

国
保
税
は
、
資
格
の
取
得
月
か
ら
課

税
さ
れ
ま
す
の
で
、
さ
か
の

っ
て
納

め
な
け
れ

な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、

保
険
者
証
が
な
い
た
め
、

そ
の
間
の
医
療

は
全
額
自

担
に

な
り
ま
す
。

■
新
た
に
70
歳
に
な
る
人
の
医
療

　
機
関
で
の
窓
口
負
担
が
２
割
に

　

４
月
か
ら
、
新
た
に
70
歳
に
な
る
人

（

和
19
年
４
月
２
日
以

に
生
ま
れ

た
人
）
で
、
所
得
区
分
が
現
役

み
所

得
以
外
の
人
の
医
療

関
で
の

担
が
２
割
に

に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、

に
70
歳
に
な
っ
て
い
る

人
（

和
19
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
）
は
引
き
続
き
１
割

担
が

続
さ
れ
ま
す
。

※
70
歳
に
な
る

生
日
の

月
の

療

　

分
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
現
役

み
所
得
者
は
引
き
続
き
３
割

　

担
が

続
さ
れ
ま
す
。

※
医
療

関

で
は
、
70
～
74
歳
の

人
は

保
険
者
証
と
と
も
に
高
齢
受

者
証
も
必
ず
ご
提

く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
生
活
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　

（
内
線
１
０
６
）

klg1
06@

town.
kos

a.lg.
jp

国民健康保険の被保険者証の交換や、

資 格 異 動 の 届 け 出 は お 済 み で す か？

健康づくり啓発の「肥後にわか」
動画をホームページで公開中！

　町では、国民健康

保険の財政健全化へ

の取り組みの１つと

して、町職員による

「肥後にわか劇」で

の啓発劇を制作しま

した。

　本劇は、町民の皆さんに分かりやすい形で医療費の

削減や生活習慣の改善などに取り組んでいただくきっ

かけとするために、町職員が企画・脚本・撮影・編集

を全て手掛けて制作したものです。

　町内の行政区で国保財政の健全化に関して説明する

座談会などで上映し、ご自身の医療費削減や健康増進

について考えていただくようご紹介しました。町公式

サイト（http://www.town.kosa.kumamoto.jp/) で動画も

公開しています。

　また、本劇のＤＶＤは、町教育委員会社会教育課で

貸し出しているほか、各行政区にも配布していますの

で、地域でご活用ください。

　町ではこれからも、国保財政の健全化に抜本的に取

り組んでいきます。皆さんのご理解とご協力をお願い

します。

※ 写真は、メタボリックシンドロームの予防に適度な

運動を勧めるシナリオ②「過ぎたるは及ばざるがご

とし」の一場面。
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